
 後期高齢者医療の保険料や国民健康

保険税は、国が提供している全国統一

のコンピュータシステム(プログラム)

によって計算されていますが、そのシ

ステムに一部誤りがあったことが昨年

末わかり、本来の納付額と異なる保険

料(税)が賦課されていたことが明らか

になりました。 

 これは、青色申告をしている人の一

部に対して、軽減分の計算方法が誤っ

ていたというものです。 

 上越市では、後期高齢者医療

で、保 険 料 が 増える 人 が 16 人 で

5100円～31800円追徴され、逆に

減る人は29人で2700円～31800円

還付されます。国保では保険税が増え

る人が19人で12900円～44100円

追徴され、減る人は4人で22900円

～56900円還付されるとのことで

す。 

 賦課の通り納めたのに、計算違いで

増えるという人にとっては青天の霹靂

です。より負担感が増します。 

 行政の信頼性を損なうこうした誤り

は決してくり返してはなりません。国

のシステムの誤りですので、市は国に

対して毅然とした態度で臨むべきで

す。 

全国各市で積極的意見書 
 議員に定期的に配布されている｢全国市議会議旬報｣(5月25

日付)に、2月から4月に全国の市議会で可決された意見書・決

議の議決状況が掲載されています。 

 それによると、議決された意見書のうち、｢国民健康保険制

度について｣は２１件。2018年度から未就学児までを対象に

減額調整措置を行わないとした厚生労働省の方針に触れ、就

学児についても行わないよう求める意見書が中心でした。 

 ほかには、財政基盤の強化、高額療養費制度の継続、子ど

もにかかる均等割保険料(税)の軽減措置などを求める意見書が

ありました。 

 その他には、「精神障害者に対する公共交通機関の運賃割

引の適用」について１８件。｢公共交通機関の運賃割引制度に

ついて、交通事業者に対して、精神に障害のある人も、身体

に障害のある人や知的障害のある人と同様に適用対象とする

ことを働きかける｣ことなどを求める内容です。 

 また、｢安全・安心の医療・介護の実現について｣は１３

件。うち｢安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の

改善｣は１２件でした。医師・看護師・医療技術職・介護職な

どの夜勤交替制労働が過酷であることを踏まえ、労働環境の

改善を訴えています。具体的には、①1日8時間以内を基本に

した労働時間の上限規制や勤務間のインターバル確保、夜勤

回数の制限などの規制、②夜勤交替制労働者の労働時聞の短

縮、③介護施設などにおける1人夜勤の早期解消といった内容

です。加えて、｢安全・安心の医療・介護を実現するため、医

師・看護師・医療技術職・介護職を増員すること｣を求めてい

ます。 

 「給付型奨学金について」は１３件でした。給付型奨学金

の創設や拡充を求めています。あわせて、教育予算の大幅拡

充、無利子奨学金の拡充、高校無償化の所得制限の撤廃など

を求めています。 

 給付型奨学金を創設するための「独立行政法人日本学生支

援機構法の一部を改正する法律」が3月31日に成立し、4月1

日に施行され、今年度は、「特に経済的に厳しい私立の自宅

外から通学する学生や、児童養護施設退所者などの社会的養

護が必要な学生等に奨学金が支給される」とされています

が、これとて非常に不十分であり、奨学金関係予算そのもの

はほとんど増えていないことが背景にあります。 

 上越市議会でも、折に触れてこうした内容の意見書を採択

することがありますが、国が進めていることに抗するものは

反対が多く、不採択になる例が少なくありません。市民の暮

らしを守る立場に立ちきれない議員が少なくないことを表し

ているのでしょうか。 

 また、上の例の中には、上越市議会では議論されていない

内容のものもあります。いずれも市民の暮らしを守る重要な

内容ですので、全国の市議会に学び、上越でもこうした意見

書を積極的に議決できるようにしていきたいと思います。 
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 南高田駅では、トイレの場所の表示

が不正確なため、利用しようと思った

人が使えないということがありまし

た。これは、駅の案内図に、施錠され

ている倉庫があたかもトイレのように

描かれており、「なんだ使えないじゃ

ないか」ということになったもので

す。しかも、奥にあるトイレそのもの

にも「トイレ」という表示がなく、知

らない人はここがトイレだとはわから

ないという状況でした。 

 私はその指摘を受けて、さっそく当

局に改善を要請しました。その結果、

先日、わかりやすく改善されました。

案内図は左のようになったほか、トイ

レの入り口にも｢お手洗｣と表示されま

した。このように、公共施設などでお

気付きのことがありましたら、何でも

お知らせください。 


